
広 告 付 マット 設 置 業 者 募 集要 項  

 

瑞 穂 市 役 所 穂 積 庁 舎 へ の 広 告 付 マ ッ ト を 作 成 し 設 置 す る 事 業 者 等 を 以 下

のと おり 募 集 しま す。  

 

１ ． 設 置場 所 等  

（１ ）設 置 場 所  

瑞穂 市役 所 穂 積庁 舎１ 階 （ 別府 １２ ８８ 番地 ）  

設置 場所  規格 ・数 量  最低 設置価格  

第１ 庁舎 正 面 玄関  縦１８０ ｃｍ×横 １５ ０ｃ ｍ  

２箇 所  

年額 ５７ ，１ ３２ 円  
第１ 庁舎 北 出 入口  縦９０ｃ ｍ×横１ ５０ ｃｍ    

１箇 所  

第２ 庁舎 玄 関  縦９０ｃ ｍ×横１ ５０ ｃｍ    

１箇 所  

※最 低設 置 価 格は 、行 政 財 産目 的外 使用 料と して設定 する もの です 。こ の金  

額に 上乗 せし た 使 用料を納 入し てい ただ ける 場合 は、そ の金 額を 提示 して

くだ さい 。設 置 場 所の詳細 は、 別紙 図面 のと おり です 。  

 

（２ ）設 置 施 設の 概要  

設置 施設 の 概 要  

 

瑞穂 市役 所  穂積 庁 舎  

・所 在地  瑞 穂市 別 府１ ２８ ８番 地  

・ 開 庁 時 間  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５

分ま で  

・休 庁日  土 曜日 、 日曜 日、 祝日 及び 年末 年始  

（１ ２月 ２９ 日から翌 年１ 月３ 日ま で）  

建物 面積  総延 床面 積  ５ ,４１１ .７ ２㎡  

施設 利用 者 数  令和 ４年 度  ９５ ， ６１ １人 （※ 総合 窓口 集計 ） 

セー ルス ポ イ ント  瑞 穂 市役 所 穂 積 庁 舎 は 多 数 の 市 民 が 利用 す る 施

設 で す。 広 告 付 マ ッ ト は 庁 舎 内 の 出 入口 に 設 置



し ま すの で 、 多 く の 来 庁 者 の 目 に 触 れ、 足 元 か

ら メ ッセ ー ジ を 伝 達 す る こ と が で き 、高 い 広 告

効果 が期 待で きます。  

 

２ ． 設 置期 間  

設置 期間（使 用 許 可の 期 間 ）は 、令 和 ６年 １０ 月１ 日か ら令 和７ 年３ 月３

１日（ 初 年度 は ６ か月 と し 、以 後更 新を 許可 する 場合 は原 則と して １年）と

しま す。ただ し 、公 用・公 共 用と して の使 用の 必要 性や 使用 状況 を勘 案し て

支障 がな い と 市が 判断 す る 場合 は、提 案内 容を 変更 しな いこ とを 前提 とし て、

市は、当初 許可から ３ 年 を限 度に 引き 続き 使用 許可 する こと がで きる こと と

しま す。  

 

３ ． 応 募資 格  

広告 主の 募 集 から マッ ト の 製作 、設 置、メン テナ ンス まで の一 連の 作業 が

でき る広 告 代 理店 又は 事 業 者等 が応 募で きま す。  

 

４ ． 設 置条 件 等  

（１ ）基 本 条 件  

①マ ット のデ ザ イ ン、製作 、維 持 管理 、撤 去等 に かか る 一切 の費 用は 設置

業者 の負 担と なります 。  

②マ ット は、靴底 のク リ ー ニン グ、防塵、吸水 、滑 り 止め、防炎 の 機能 を

持っ たも のと します。  

③マ ット パイ ル（ マッ ト の 毛の 長さ ）は ６ｍ ｍ ～１ ０ ｍｍ 程度 、マッ ト枠

（枠 の黒 ゴム の部分） は０ ～１ ０ｍ ｍ程 度と しま す。  

④マ ット のク リ ー ニング時 にお ける 交換 用を 含め て、最 低２ 枚製 作す るこ

とと しま す。  

⑤マ ット の 汚 損状 況に 応 じ て、 最低 １ヶ 月に １回 以上 、交 換・ 洗浄 を行  

うこ とと し ま す。汚損等に より 使用 でき ない 場合 は、再度 マッ トを 製作

して 設置 す る こと とし ま す 。  

⑥広 告内 容は 、瑞 穂市 広 告 掲載 要綱 に基 づい たも のと します。な お、広告



掲 出 前に 瑞 穂 市 広 告 審 査 委 員 会 に よ る 事 前 審 査 を 受 け る こ とと し ま す 。 

⑦広 告内 容・デザ イ ン及 び 色 調等が庁 舎の 設置 場所 の雰 囲気 に馴 染む もの

とし ます 。  

 

５ ． 応 募手 続 き  

（１ ）提 出 書 類  

広告 付マ ッ ト 価格 申出 書（ 様式 第１ 号）を受 付期 間内 に持 参又 は郵 送に て

提出 して く だ さい 。  

（２ ）受 付 期 間等  

受付 期間  令和 ６年 ４月 １日 （月 ）か ら令 和６ 年４ 月３０日 （火 ）  

（た だし、午 前 ８ 時３ ０分 から午後 ５時 １５ 分ま でと し、土

曜・ 日曜 及び 祝日 を除 く。）  

郵送 の場 合は 令和 ６年 ４月 ３０ 日（ 火）午 後５ 時１ ５ 分ま で

に必 着と しま す。  

提出 先  〒５ ０１ －０ ２９ ３  瑞穂 市別 府１ ２ ８８ 番地  

瑞穂 市役 所企 画部 総合 政策 課（ 穂積 庁舎 ３階 ）  

ＴＥ Ｌ： ０５ ８－ ３２ ７－ ４１ ２８  

ＦＡ Ｘ： ０５ ８－ ３２ ７－ ４１ ０３  

 

６ ． 選 考方 法 等  

（１ ）マ ッ ト 設置 業者 の 決 定  

広告 付マ ッ ト 価格 申出 書 の 金額 を比 較し 、設 置業者を 決定 しま す。この 場

合に おい て 、同一 金 額 で複 数の 応募 があ った 場合は、以下 の順 位に より 決定

しま す。 た だ し、 同順 位 で ある とき は、 抽選 によ り決 定し ます 。  

①市 内に 事 業 所等 を有 す る 事業 者等  

②市 外に 事 業 所等 を有 す る 事業 者等  

 

（２ ）応 募 結 果の 通知 に つ いて  

マッ ト設 置 業 者の 決定 後 、応募 した 事業 者等 に対し、５月 中を 目途 に書 面

によ り結 果 を 通知 しま す 。  



 

（３ ）マ ッ ト 設置 業者 決 定 後の 手続 き  

①設 置業 者 は 、施 設使 用 許 可申 請書 を提 出し ます 。  

②設 置業 者 は 、マ ット に 広 告を 掲載 する 広告 主を 募集 しま す。  

③ 設 置 業 者 に お い て 広 告 主 及 び 広 告 内 容 （広 告 図 案 ） が 内 定 し た と き は 、

広告 主・広 告 内容 承 認（ 変更 承 認）申請書（様 式 第２ 号）及 び広 告 掲載

申込 書（様 式 第 ３ 号）を 市に速や か に提 出す るこ とと しま す。市 は、広

告関 連規 程に 基づき審 査し、広告 主・広告 内容 承認 審 査（変 更承 認）結

果（ 様式 第４ 号）を通 知す るこ とと しま す。  

④設 置業 者 は 、広 告掲 載 の 許可 決定 を受 けた マッ トの 製作 を行 いま す。  

⑤令 和６ 年 １ ０月 １日 に マ ット を指 定の 場所 に設 置し ます 。  

 

７ ． そ の他  

（１）市 が一 旦 受 領し た 提 出 書 類 に つい ては 、返 却し ませ ん。提出 書類 等に

虚偽 の記 載が あった場 合 、ま た関 係 法令（ 条例 、規 則 を含 む ）の 規定 に

違反 して いる 場合には 失格 とな りま す。  

（２）市 は、マッ ト 設置 業者 によ る広 告主 の募 集に つい て、市 の 広報 紙及 び

ホー ムペ ージ 等を用い て周 知し ます 。  

（３ ）広 告 主 は、 市内 に 事 業所 を有 する 企業 等を 優先 しま す。  

（４）広 告 主 の応 募 の 有無 にか かわ らず マッ トを設置 し、定 め られ た使 用料

を納 入し てく ださい。な お、広告 主 がな い場 合は 、市 と協 議の うえ 、広

告等 の入 って いない無 地の マッ トを 設置 する こと も可 とし ます 。  

（５）マ ッ ト に掲 載 し た広 告が 、使 用中 にお いて 広告 主の 責め に帰 する 理由

に基 づき、そ の 使 用に 不 適 当な 事情 が生 じた 場合 には 、広告 内容 につ い

ての 改善 を求 め、又 は 市 にお いて 当該 マッ トの 使用を中 止す る場 合が あ

りま す。こ の 場 合 にお いて、改 善に 伴い 生じ る費 用に つい ては、設 置業

者の 負担 とな ります。  

（６ ）そ の 他 、疑 義が 生 じ た場 合に は、 協議 のう え決 定す る。  

 

 

８ ． 問 合せ 先  



〒５ ０１ － ０ ２９ ３  瑞穂 市別 府１ ２８ ８  

瑞穂 市役 所 企 画部 総合 政 策 課（ 穂積 庁舎 ３階 ）  

ＴＥ Ｌ： ０ ５ ８－ ３２ ７ － ４１ ２８  

ＦＡ Ｘ： ０ ５ ８－ ３２ ７ － ４１ ０３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙図 面 ）  

広告 付マ ット 設置 場所  

 

◆設 置場 所  瑞穂 市 役所 穂 積 庁舎１階  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本 図面 は 概 ねの 位置 を 表 示し たも ので す。設置場所 の状 況な ど、必ず 現地

を確 認し て く ださ い。  

 

 

 

 

 

① 第 １ 庁 舎 正 面 玄関  

①  

②  

③  

② 第 １ 庁 舎 北 出 入 口  

③ 第 ２ 庁 舎 玄 関  



（様 式第 １ 号 ）  

広告 付マ ット 価格 申出 書  

年   月   日  

瑞穂 市長  あ て  

    住所 （所在地 ）〒  

 

    法人 ・団体名  

                代表 者住 所   〒  

 

                 （ ふ り が な ）               

    代表者 氏名              

   担 当者 氏名  

  電 話番 号  

  

広告 付マ ッ ト の設 置に つ い て、 広告 付マ ット 設置 業者 募集 要項 を遵 守の

うえ 、以 下 の とお り申 し 込 みま す。  

なお 、瑞 穂 市 税の 滞納 が な いこ とを 誓約 し、 市が 市税 納付 状況 調査 を行  

うこ とに つ い て同 意（ 瑞 穂 市に 納税 義務 があ る会 社及 び代 表者 に限 る） す

ると とも に 、 この 申請 書 の 内容 につ いて 、暴 力団 排除 のた め、 関係 する 官

公庁 へ照 会 す る場 合が あ る こと を同 意し ます 。  

 ま た、 各 種 法令 及び 瑞 穂 市広 告掲 載要 綱を 遵守 し、 実施 に当 たっ ては 瑞

穂市 の指 示 に 従い ます 。                  

施 設 名  申込 価格 （年 額）  

瑞穂 市役 所穂 積 庁 舎  

（別 府１ ２８ ８番 地 ）  

百万  拾万  万  千  百  拾  円  

       

 （ 注意 事 項 ）  

・申込 価格 は 、ア ラビ ア 数 字 を 使 い 、そ の頭 部分 に「 ￥」を記 入し て く ださ

い。 金額 を 訂 正し てい る も のは 、無 効と なり ます 。  

・申 請者 が 法 人 で あ る 場合 は 、役 員 の「役 職名 」、「氏 名」、「 読み 仮名 」、「生

年月 日」 を 記 入し た役 員 名 簿を 添付 して くだ さい 。  



（様式第２号） 

 

広告主・広告内容承認（変更承認）申請書 

 

年  月  日 

 

瑞穂市長 あて 

 （住所） 

（法人・団体名） 

（代表者名）         

（電話番号） 

（担当者名） 

 

 

 

広告付マットに広告を掲載する広告主及び広告内容について承認（変更承認）を受け

たいので、広告掲載申込書のとおり申請します。 

 



（様式第３号） 

                                       年  月  日 

広告掲載申込書 

瑞穂市長 あて 

瑞穂市の広告付マットの広告掲載を以下のとおり申し込みます。 

なお、広告の掲載にあたっては瑞穂市の広告掲載等に関わる規定を遵守します。 

広

告

掲

載

希

望

者 

所 在 地 

〒   － 

 

 

ふりがな  

名 称  

ふりがな  

代表者職氏名                         

ふりがな  

担当者職氏名  

連 絡 先 

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅメールアドレ

ス 

 

業 種  

掲載を希望する場所 第１庁舎正面玄関  ・  第１庁舎北出入口  ・  第２庁舎玄関 

広告の内容 

□別添のとおり（印刷物） 

□下記のとおり 

 

注意事項 １．申請内容に変更が生じた場合等は必ず連絡してください。 

      ２．個人情報については、広告掲載以外の目的には一切使用しません。 



（様式第４号） 

瑞政第 号 

 年  月  日 

 

 様 

 

瑞穂市長         

 

 

広告主・広告内容承認審査（変更承認）結果 

  

年  月  日付けでいただきました広告主・広告内容承認（変更承認）申請

については、下記のとおりの結果となりましたのでお知らせします。 

 

記 

 

番

号 
項目 審査結果 不可の理由及び改善内容 

１ 

広告主 可・不可  

広告内容 可・不可  

２ 

広告主 可・不可  

広告内容 可・不可  

３ 

広告主 可・不可  

広告内容 可・不可  

４ 

広告主 可・不可  

広告内容 可・不可  

 
【担当】 

〒501-0293 瑞穂市別府 1288 番地 

瑞穂市役所 企画部 総合政策課 

TEL 058-327-4128 FAX 058-327-4103 

E-mail sougou@city.mizuho.lg.jp 


